[image: ]
[bookmark: _GoBack]　

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種（国民生活・
国民経済安定分野）の登録のスケジュールについて



平成28年
１月６日　　「新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種の登録に係る告示の一部改正及び特定接種（国民生活・国民経済安定分野）の登録要領について」（平成28年１月６日健発0106第６号厚生労働省健康局長通知）を発出

　　　　　　　申請内容の確認ルートに関する調査依頼
申請内容の確認に都道府県又は市町村を経由する業種に関する確認する組織、メールアドレス等の調査（当該業種の担当府省庁から、当該調査及び都道府県又は市町村への申請内容確認の協力依頼を実施）
（担当府省庁において取りまとめの上、厚生労働省に提出。平成28年1月29日締切）
・申請内容の確認に都道府県又は市町村を経由しない業種については、上記調査による担当部署の登録等が完了し、特定接種管理システムによる確認の体制が整った業種から登録申請の受付開始（業種別Ｑ＆Ａが未調整の業種にあっては、調整し次第、登録申請の受付開始）

　　２月中　　　申請内容の確認に都道府県又は市町村を経由する業種に関する確認する組織、メールアドレス等を特定接種管理システムに搭載（厚生労働省健康局結核感染症課新型インフルエンザ対策推進室にて実施。完了後関係省庁等に連絡）

２月５日　　都道府県への説明会（システムの操作方法等）

３月１日　　申請内容の確認に都道府県又は市町村を経由する業種の申請受付開始

６月30日　 事業者からの登録申請の受付締切

８月31日　 各業種の担当府省庁による登録申請の内容確認の締切

９月以降　　登録の実施
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